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第1章 基本的事項

第１章 基本的事項

後期高齢者医療広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第

80 号）第 125 条第1項の規定により、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相

談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力

についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように

努めなければならないとされています。

兵庫県後期高齢者医療広域連合（以下「兵庫広域」という。）では、平成26年3月

に告示された「高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業の実施等に関する

指針」に基づき、健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的・効率的

な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画（以下「データヘルス計画」とい

う。）を構成41市町（29市12町）の連携・協力のもと、平成27年度から平成29年度

までを第1期、平成30年度から令和5年度までを第2期として策定し、保健事業の実

施・評価・改善等を行ってきました。

全ての保険者にデータヘルス計画の策定が求められて以降、効果的・効率的な保健

事業の実施に向けて、標準化の取組の推進や評価指標の設定の推進が進められており、

兵庫広域においても、標準化された計画策定における考え方のフレーム（構造的な計

画様式）や評価指標を活用し、第3期データヘルス計画を策定します。

本計画は、健康診査の結果やレセプトデータ等の健康・医療情報を活用して分析し、

被保険者の特性を踏まえた効果的かつ効率的な高齢者保健事業等をPDCAサイクルに

より推進することで、被保険者の健康の保持・増進と医療費の適正化を図り、高齢者

ができる限り長く在宅で自立した生活を送ることができる地域社会を支えることを目

的とします。
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１．計画策定の趣旨（背景と目的）

計画は、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）に基づく基本方針を踏まえるととも

に、兵庫県健康増進計画、兵庫県医療費適正化計画、兵庫県介護保険事業支援計画、

国民健康保険の保健事業の実施計画（以下「国保データヘルス計画」という。）と調

和のとれたものとします。

他計画の計画期間・目的・目標を把握し、データヘルス計画との関連事項・関連目

標を確認し、他の計画における関連事項・関連目標を踏まえ、データヘルス計画にお

いて推進・強化する取組等について検討します。

２．計画の位置づけ（関連する他計画）



第1章 基本的事項

4

関連する計画 関連事項

兵庫県健康増進計画

（令和6年～11年度）

兵庫県では、平成23年4月に施行した「健康づくり推進条

例」に基づき、「からだ」「歯及び口腔」「こころ」の三

つの柱を中心として健康づくりを進めています。また、条

例に基づき、基本計画である「健康づくり推進プラン」、

実施計画である「健康づくり推進実施計画」を定め、健康

づくりの取組を進めています。

令和6年度から令和11年度の「第3次兵庫県健康づくり推進

実施計画」では、『健康寿命（平均自立期間）の延伸』と

『圏域間の健康寿命の差の縮小』を基本目標に掲げていま

す。

健康寿命を延伸するための分野別の取組目標として、

『HbA1c 8.0％以上の者の減少』、『低栄養傾向（BMI20以

下）の高齢者(65歳以上）の割合の増加抑制』、『住民主体

の介護予防に資する通いの場への参加者数の増加』等、高

齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施（以下「一体

的実施」という。）で実施する事業と関連することが多く

なっており、兵庫広域としても事業を実施する市町数の増

加を目指します。

兵庫県医療費適正化計画

（令和6年～11年度）

高齢者の医療の確保に関する法律第9条第1項において、

都道府県医療費適正化計画は6年を1期として策定するもの

とされています。

令和6年度から令和11年度までの「第4期医療費適正化計

画」では、医療費の更なる適正化に向けて、高齢者の心身

機能の低下等に起因した疾病予防・介護予防として、一体

的実施に取り組む市町数を41市町とすることが目標に掲げ

られています。兵庫広域としても、一体的実施に取り組む

41市町が継続的に事業実施できるよう支援していきます。

また、医療・介護の連携を通じた効果的・効率的なサー

ビス提供として、骨折・骨粗しょう症予防事業を実施する

ことが新たな目標として掲げられました。兵庫広域として

も市町と連携し、一体的実施で骨折予防事業に取り組む市

町数の増加を目指します。
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関連する計画 関連事項

兵庫県老人福祉計画

（介護保険事業支援計画）

（令和6年～8年度）

2040年に向けて生産年齢人口が急減し、介護ニーズの高

い85歳以上人口が急速に増加していくことが見込まれる中

で、 2025年に向けて構築を図っている地域包括ケアシステ

ムを更に深化・推進するとともに、介護ニーズの増大と労

働力の制約への対応を両立させ、制度の持続可能性を確保

するため、令和6年度から令和8年度までの第9期介護保険

事業支援計画が策定されます。

介護保険事業支援計画において、高齢者が地域で自分ら

しく暮らすための仕組みづくりとして、通いの場へ参加者

数を増加させることを目標としています。兵庫広域として

も市町と連携し、通いの場等を活用したフレイル対策に取

り組み、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、

要介護状態等となることの予防に取り組みます。

国保データヘルス計画

（令和6年～11年度）

被保険者の健康の保持増進、生活の質（QOL）の維持及

び向上を図り、医療費の適正化にも資することを目的とし、

各市町において国保データヘルス計画が策定されます。

糖尿病性腎症重症化予防事業に関する取り組みが兵庫県

における共通評価指標として設定されており、HbA1c8.0％

以上の者の割合を減少させることが共通目標となっていま

す。兵庫広域としても国保世代から継続した糖尿病性腎症

重症化予防に取り組み、途切れることなく支援を実施しま

す。

３．計画期間

本計画の期間は、令和6年度から令和11年度までの6年間とし、必要に応じて、第3期
データヘルス計画の見直しを行います。

保健事業
計画

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

第2期計画

第3期計画

計画期間：6年

計画期間：6年

最終
評価

中間
評価

最終
評価

中間
評価
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４．実施体制及び関係者の連携

本計画を実施するためには、構成市町、兵庫県、兵庫県国民健康保険団体連合会
（以下「国保連」という。）及び兵庫県医師会、兵庫県歯科医師会、兵庫県薬剤師会
等の関係機関との連携が不可欠となります。
本計画で定める保健事業において、各事業の進捗状況等の分析・検証、課題を継続

的に評価し、事業の妥当性・必要性等及び評価指標等の見直しを実施します。また、
大学等の外部有識者との連携・協力により、保健事業に関する助言や分析を受けると
ともに、関係機関と連携し、効果的な保健事業を推進します。

関係団体 役割、連携内容

構成市町

被保険者が個々の状態に応じた健康状態を維持・向上し、住み

慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、構成市町と連携し

保健事業を実施します。兵庫広域は、県内の全体的な状況と合わ

せて、構成市町別の状況についても同様に把握し、それぞれの地

域が抱える健康課題について、各市町へ積極的に情報提供を行い、

効果的に保健事業が実施されるよう努めます。構成市町は、地域

の健康課題解決のために、庁内の各関係部署が連携し、効果的に

保健事業及び介護予防事業等を実施します。

また、県内外問わず、保健事業等の好事例の情報を集め、構成

市町に展開していきます。

兵庫県

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した被保険者に対

し、継続的な取組・支援を行えるよう、県との連携及び協力を図

ります。

また、兵庫広域及び構成市町における一体的実施の取組が着実

に進むよう、県の医療保険部門・介護保険部門・健康増進部門の

関係者と連携し、協力体制を構築します。

国保連及び保健事

業支援・評価委員

会

保健事業支援・評価委員会は、計画の策定支援や個別の保健事

業の実施支援等を行っており、多くのノウハウが蓄積されていま

す。兵庫広域及び構成市町が主体となって実施する保健事業につ

いて、委員会の支援・評価を受け、効果的な保健事業を実施しま

す。また、国保連は、構成市町が保健事業を実施するために、国

保データベース（KDB）システム等のデータ分析について助言し、

各種保健事業に関する健康課題の把握・事業計画・評価等にかか

る支援を行います。また、引き続き構成市町の職員向け研修を実

施し、職員の能力向上に取り組みます。

※KDBシステム：国保連合会が管理する「特定健診・特定保健指

導」「医療保険（国民健康保険・後期高齢者医療）」「介護保

険」等の情報を活用し、統計情報や「個人の健康に関する情報」

を提供するもの
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関係団体 役割、連携内容

外部有識者

兵庫広域は、後期高齢者医療制度の円滑な実施に資するため、

学識経験者や医師会、歯科医師会、薬剤師会の保健医療関係者等

を委員として、兵庫県後期高齢者医療制度懇話会を設置していま

す。

被保険者の健康の保持増進に関わる当事者としての立場と、専

門的知見を有する第三者としての立場の両方の立場を有する委員

と連携・協力し、効果的な事業実施に取り組みます。

保健医療関係者

保健事業を効果的に実施するためには、兵庫広域及び構成市町

のみが事業を実施するのではなく、保健医療関係者又は保健医療

関係団体との連携・協力が重要となります。このため、兵庫広域

及び構成市町は、保健医療関係者の協力が積極的に得られるよう、

意見交換や情報提供を日常的に行い、保健事業の構想段階から相

談できる体制が整えられるよう連携します。

その他

兵庫広域も構成員として参加している兵庫県保険者協議会の場

を活用し、保険者間の問題意識の共有や、高齢者保健事業にかか

る取組の推進等を図ります。
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１．兵庫県後期高齢者医療広域連合の現状

（１）兵庫県の後期高齢者を取り巻く現状

兵庫県の後期高齢者人口は年々増加しており、令和4年度には約85.3万人で平成30年度
と比較して約6.9万人増加しています。今後も増加傾向が続くと推計されており、令和12
年度には102.7万人まで増加する見込みです。

図１ 兵庫県の後期高齢者人口の推移

図２ 兵庫県の後期高齢者医療制度被保険者の男女年齢階層別人口構成

出典： KDB_S21_006_被保険者構成
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出典： KDB_S21_006_被保険者構成
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図３ 兵庫県の将来推計人口の推移（75歳以上）

（万人）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

103.1

2045年

70.5

83.3

98.4
102.7 100.9 100.3 103.1

将来推計

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」平成30年（2018）年推計 結果表2_4
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兵庫県の平均余命（0歳時点の平均余命）及び平均自立期間は、男女とも全国よりもや
や高い状況です。平均余命と平均自立期間の差は、男女ともに全国と比較して小さくなっ
ています。平均余命と平均自立期間の差は日常生活に何らかの制限があり、医療費や介護
給付費を必要とする期間と考えられることから、被保険者の健康増進への取組を推進し、
健康寿命の延伸を目指していくことが課題となります。
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図４ 平均余命（0歳時点の平均余命）と平均自立期間

図５ 平均余命（0歳時点の平均余命）と平均自立期間 市町別

全国 兵庫県

出典： KDB_S21_001_地域の全体像の把握

出典： KDB_S21_001_地域の全体像の把握
※KDBでは、人口4.7万人以下の市町については、偶然の変動の影響が大きいため、二次医療圏のデータとなっている。
※二次医療圏については次のページを参照。
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圏域名 構成市町

神戸医療圏 神戸市

阪
神

阪神南医療圏 尼崎市、西宮市、芦屋市

阪神北医療圏 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

東播磨医療圏 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町

北播磨医療圏 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

播
磨
姫
路

中播磨医療圏 姫路市、市川町、福崎町、神河町

西播磨医療圏 相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、太子町、上郡町、佐用町

但馬医療圏 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

丹波医療圏 丹波篠山市、丹波市

淡路医療圏 洲本市、南あわじ市、淡路市
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二次医療圏域は、入院医療を提供する体制の確保を図るため、一般病床及び療養病

床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域のことを指します。二次医療圏域

については、兵庫県が平成13年4月に策定した保健医療計画において、医療法施行規則

第30条の29（区域の設定に関する基準）の規定を踏まえつつ、住民の生活圏、行政や

保健医療団体の区域、中核的な医療機関の分布、患者の受診状況などを総合的に勘案

して10の圏域を設定しています。

平成30年に保健医療計画が改訂され、阪神北圏域、西播磨圏域については、地域医

療構想の実現にむけた課題を解決するため、圏域を超えた連携を図る必要があること

から、それぞれ、阪神南圏域と中播磨圏域に統合されました。（「阪神圏域」、「播

磨姫路圏域」）

なお、本計画においては、KDBシステムに準じて以下の10圏域で集計します。
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兵庫県の死因割合は、がんが最も割合が高く、次いで心臓病、脳疾患となっています。
がん、心臓病は全国と同程度、脳疾患は全国よりもやや低い傾向です。また、平成30年度
からの経年でみると、心臓病は増加傾向、脳疾患は増減を繰り返しながら減少傾向となっ
ています。

12

図６ 令和4年度の死因割合（全国比較）

令和4年度
兵庫県の
死因割合

全国の
死因割合

全国の
死因割合との差

がん 51.1 50.6 0.5

心臓病 27.8 27.5 0.3

脳疾患 12.8 13.8 -1.0

糖尿病 1.9 1.9 0.0

腎不全 3.8 3.6 0.2

自殺 2.6 2.7 -0.1

出典： KDB_S21_001_地域の全体像の把握

図７ 兵庫県の死因割合の経年推移

出典： KDB_S21_001_地域の全体像の把握
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図８ 健診受診率（経年）

（２）健康診査の状況

兵庫広域の健診受診率は令和2年度以降で横ばい傾向となっていますが、全国と比較す
ると低い水準となっています。また、歯科健診の受診者数は増加していますが、被保険者
数に占める割合では少ない状況です。（いずれも新型コロナウイルスの影響があることを
考慮する必要があります。）

構成市町の中でも健診受診率が最も高いのは40.3%の猪名川町、最も低いのは8.3%の神
戸市となっています。県全体で健診受診率向上を推進する施策を実施する必要があります。

健診の有所見者割合では、血圧、脂質の順に高く、血圧、血糖、やせは経年で増加傾向、
肥満、肝機能、脂質は減少傾向となっています。

出典： KDB_S21_003_健診・医療・介護データからみる地域の健康課題
KDB_S29_001_健康スコアリング（健診）

※KDBシステム上の健診受診率は、令和3年度以降に全市町分のデータが連携されているため、平成30年度から
令和2年度は参考値となる。

※KDBシステム上の健診受診率は除外対象者等を考慮していない数値となる。
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図９ 兵庫県の有所見者割合（経年）
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※各リスク保有者の割合が低い程、評価(点)が良い。
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図10 有所見の状況（生活習慣病等リスク保有者の状況）

出典： KDB_S29_001_健康スコアリング（健診）【平成30年度～令和4年度】
※点数は、比較先の全国を100とした際の相対点数を表示。
※レーダーチャートは外側にいくほど良好な状態となる。
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図11 令和4年度 健診受診率（人間ドック受診者を含む）

出典：令和4年度健康診査実績（各市町）
※生活習慣病治療中の者を対象外としている等、母数となる対象者が市町によって異なる。

出典：令和4年度 歯科健康診査実績
※令和2、3年度は新型コロナウイルスの影響で実施できなかった市町がある。

図12 兵庫県の歯科健診実施市町数と受診者数（経年）
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図13 全国との比較（R2）

高齢者質問票の状況として、令和4年度の全体評価は102ポイントと全国と同程度の結
果となっています。項目別でみると運動・転倒(112) で高いスコアとなっています。

また、経年で比較すると全体として大きな変化はありませんが、運動・転倒のスコアが
やや悪化（114→112）しています。

質問項目のうち「運動・転倒」や「口腔機能」に関するリスク保有者が多くなっていま
す。

※リスクありの割合が低い程、評価(点)が良い。
※レーダーチャートは外側にいくほど良好な状態となる。
※点数は、比較先の全国を100とした際の相対点数を表示
している。

図14 全国との比較（R4）

出典： KDB_S29_001_健康スコアリング（健診）【令和2年度～令和4年度】
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図15 兵庫県のリスク保有者の経年変化
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図16 兵庫県の健康状態不明者（75歳以上）の割合

健康状態不明者数は、全体では増加傾向にあるものの、76-79歳では減少傾向、80歳以上

では横ばいもしくは増加傾向にあります。該当者割合は、76-79歳を除いて令和3年度が高

くなっています。

性年齢階層別に比較すると、75歳、76-79歳において男性の方が女性よりも該当者割合が

高い傾向にあり、その他の年齢では男女の差は小さくなっています。

出典：支援ツール（対象者抽出）抽出条件No.10
※75歳は社会保険からの加入者がいるため、該当者が多い傾向にある。
※該当者は抽出年度および抽出前年度の2年度において、健診受診、レセプト（入院・外来・歯科）履歴、要介護認定がない者。
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図17 総医療費（経年）

図19 令和4年度 被保険者一人当たり医療費（全国比較）

令和4年度の被保険者一人当たり医療費を全国と比較してみると、入院、入院外ともに
全国よりも高い結果となっています。入院では約8.6%、入院外では約7.5%全国よりも高
くなっています。

（３）医療費の動向

総医療費は平成30年度と比較して増加傾向（617億円増加）となっており、令和4年度
は対前年度と比較すると伸び率が高くなっています。今後も被保険者数の増加に伴い総医
療費の増加が見込まれます。一方で被保険者数も増加していることから、被保険者一人当
たり医療費は令和2年度以降、横ばいで推移しています。一人当たり医療費を診療区分別
でみると、入院外はやや減少傾向ですが、入院は増減を繰り返しながら増加傾向になって
います。

令和元年度以降の医療費については、新型コロナウイルスの感染拡大による影響がある
と考えられるため、医療費の解釈については考慮が必要です。なお、医療費の中に新型コ
ロナウイルスについての医療費は含まれていません。

(億円) （円）

図18 被保険者一人当たり医療費（経年）

出典： KDB_S29_002_健康スコアリング（医療）

出典： KDB_S29_002_健康スコアリング（医療）【令和4年度】
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図20 被保険者一人当たり医療費の推移（全国比較）
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870,407 837,968 838,495 849,182
786,759

804,145 780,655 782,007 785,785

854,556

出典： KDB_S29_002_健康スコアリング（医療）【平成30年度～令和4年度】

受診率（千人当たりレセプト件数）と1件当たりの日数は減少傾向にあるものの、1日
当たり医療費は増加傾向であり、全国と比較して同じ傾向となっています。

図21 兵庫県の医療費の3要素

出典： KDB_S29_002_健康スコアリング（医療）【平成30年度～令和4年度】

一人当たり医療費を経年で比較すると減少傾向であり、全国と比較するとほぼ同程度
で推移しています。

（円）

【兵庫県】
-5,374円
(-0.6％)

【全国】
-974円
(-0.1％)
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図17 疾病分類（中分類）による医療費経年推移

令和4年度の医療費を疾病分類別（中分類）にみると、最も医療費割合が高いのは「腎
不全」次いで「骨折」「糖尿病」「脳梗塞」の順に医療費が高い傾向となっています。

単位：百万円

中分類

H30 R1 R2 R3 R4
H30-R4
増減医療費

順
位

医療費
順
位

医療費
順
位

医療費
順
位

医療費
順
位

1 腎不全 46,573 1 47,514 1 45,411 1 43,737 1 43,001 1 -3,573

2 骨折 35,606 2 36,005 2 36,747 2 37,467 2 38,177 2 2,571

3 糖尿病 29,003 3 30,555 3 30,688 3 31,627 3 32,735 3 3,732

4 脳梗塞 23,336 5 24,067 4 24,154 4 24,141 4 24,084 4 748

5 高血圧性疾患 24,355 4 23,769 5 22,807 5 21,843 5 21,996 5 -2,359

6 骨の密度及び構造の障害 20,459 6 21,959 6 19,728 6 18,928 6 20,273 6 -186

7 関節症 18,859 8 19,201 8 17,650 8 18,203 8 19,356 7 497

8 脊椎障害（脊椎症を含む） 19,872 7 19,713 7 18,272 7 18,364 7 18,723 8 -1,149

9 虚血性心疾患 16,555 10 15,999 10 14,843 9 14,780 9 14,678 9 -1,876

10
気管、気管支及び
肺の悪性新生物＜腫瘍＞

10,614 13 12,249 12 12,474 12 13,130 10 14,029 10 3,415

11 脂質異常症 13,652 11 14,029 11 12,835 11 12,637 11 11,487 11 -2,165

12 炎症性多発性関節障害 9,606 14 9,981 14 9,873 13 10,228 13 10,883 12 1,277

13 アルツハイマー病 16,611 9 16,437 9 13,751 10 11,365 12 10,184 13 -6,426

14 パーキンソン病 8,531 15 9,369 15 9,212 14 9,112 14 9,237 14 706

15 白内障 8,327 16 8,770 16 7,176 18 7,520 18 8,605 15 278

16 肺炎 10,963 12 11,181 13 8,718 15 8,290 15 8,451 16 -2,513

17 慢性閉塞性肺疾患 7,716 17 8,545 17 8,034 16 8,037 16 8,142 17 426

18 血管性及び詳細不明の認知症 7,394 18 7,722 18 7,678 17 7,649 17 7,451 18 57

19
統合失調症、統合失調症型障害及
び妄想性障害

5,642 22 5,914 22 6,031 19 5,887 20 6,475 19 833

20 胃の悪性新生物＜腫瘍＞ 6,113 20 6,198 20 5,736 22 5,804 22 6,433 20 321

出典： KDB_S23_004_疾病別医療費分析（中分類）【令和4年度】

図22 兵庫県の医療費上位疾病 単位：百万円
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図23 疾病分類（中分類）1人当たり医療費_上位10位

令和4年度の医療費を疾病分類別（中分類）にみると、疾病中分類別医療費の一人当た

り医療費上位10疾病を全国と比較して、合計医療費の差額割合が大きい疾患は、関節症

(+22.1%)、脊椎障害（脊椎症を含む） (+18.0%)、骨折(+14.9%) となっています。

単位：百万円

出典： KDB_S23_004_疾病別医療費分析（中分類）【令和4年度】
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令和4年度の医療費を疾病分類別（中分類）にみると、市町別の入院における医療費上
位疾病では、多くの市町で「骨折」「脳梗塞」が高い結果となっています。

出典： KDB_S23_004_疾病別医療費分析（中分類）【令和4年度】

図24 令和4年度 疾病分類（中分類）医療費【入院】上位5位
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図25 令和4年度 疾病分類（中分類）医療費【入院外】上位5位

疾病分類（中分類）【入院外】の医療費では、「腎不全」「糖尿病」が1位～2位を占め
ており、生活習慣病に関連した疾患にかかる医療費が高い状況です。

出典： KDB_S23_004_疾病別医療費分析（中分類）【令和4年度】
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新規人工透析患者数は増加しており、全国と比べると割合が高い傾向にあります。
また、透析患者のうち、糖尿病を有する者の割合は51.2％と半数を占めています。

図26 患者千人当たり新規透析患者数（経年推移）

出典： KDB_ S23_001_医療費分析(1)細小分類【平成30年度～令和4年度】／有病状況：KDB_S21_020
（厚生労働省様式（様式3-7：人工透析のレセプト分析）
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生活習慣病関連3疾患では、糖尿病が最も一人当たり医療費が高くなっており、合計医

療費も増加傾向にあります。一方、高血圧症は医療費は減少傾向にあるものの、患者数は

3疾病で一番多くなっています。

また、生活習慣病重症化疾病のなかでは、医療費・一人当たり医療費は脳梗塞が一番多

く、患者数は狭心症が一番多くなっています。

図27 兵庫県の生活習慣関連疾患医療費

出典： KDB_S23_001_医療費分析(1)細小分類【平成30年度～令和4年度】
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健診の結果、検査値が医療機関受診勧奨値（兵庫県の糖尿病性腎症重症化予防プログラ

ム）を超えているにもかかわらず、糖尿病に関する医療機関を受診していない人は4.2％

で、レセプトから、糖尿病に関する治療を中断していると思われる人は少なくても3.9％

います。

図28 健診受診者のうち医療機関未受診者割合

図29 糖尿病治療中断者割合（糖尿病治療歴があり、最終受診日から6か月以上未受診者）

出典：令和4年度糖尿病・高血圧に関するデータ（兵庫県後期高齢者医療広域連合資料）
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健診の結果、血圧の検査値がⅡ度以上で血圧に関する医療機関を受診していない人は

24.70％、レセプトから治療を中断していると思われる人は2.28％います。

図30 健診受診者のうちⅡ度高血圧以上該当者の医療機関未受診者割合

図31 高血圧治療中断者割合（血圧治療歴があり、最終受診日から6か月以上未受診者）

出典：令和4年度糖尿病・高血圧に関するデータ（兵庫県後期高齢者医療広域連合資料）
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骨折にかかる医療費割合およびレセプト件数を確認すると、入院では大腿骨骨折が最も

多く、外来では腰部及び胸部の圧迫骨折が多くなっています。

図32 骨折に関する部位別の医療費割合（令和4年度）

図33 骨折に関する部位別のレセプト件数割合（令和4年度）

出典：令和４年度 兵庫県後期高齢者医療広域連合資料（骨折一覧）
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図34 兵庫県の重複投薬患者割合の状況

重複投薬に該当する患者は62,073人となっており全体の7.6%程度となっています。そ

のうち、複数の医療機関から重複処方が発生した薬効数が10以上になる患者数は48人と

なっています。

また、一般的に多剤とされる処方薬効が6種以上かつ処方日数が15日以上となってい

る患者数は301,464人と全体の36.8%になります。そのうち、処方薬効数が20種以上にな

る患者数は481人となっています。

出典：KDB_ S27_013_重複・多剤処方の状況【令和4年3月診療分】

他医療機関との重複処方
が発生した

医療機関数（同一月内）

複数の医療機関から重複処方が発生した薬効数（同一月内）

1以上 2以上 3以上 4以上 5以上 6以上 7以上 8以上 9以上 10以上

人
数

2医療機関以上 62,073 15,231 4,569 1,642 824 483 290 172 92 48

3医療機関以上 2,754 1,702 849 384 185 106 65 39 15 8

4医療機関以上 166 123 86 48 31 18 11 8 4 1

5医療機関以上 28 24 17 10 6 3 2 2 1 0

割
合

2医療機関以上 7.6 1.9 0.6 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

3医療機関以上 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4医療機関以上 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5医療機関以上 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

単位：人、％

図35 兵庫県の多剤投薬患者割合の状況

出典：KDB_ S27_013_重複・多剤処方の状況【令和4年3月診療分】

単位：人、％
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図36 頻回受診者の状況

頻回受診に該当する被保険者は減少傾向にあるものの令和4年度は523人となってお

り、一定数存在しています。なお、頻回受診の抽出条件は、厚生労働省発出の通知

（「長寿医療制度における医療費適正化対策事業等の実施について」平成21年4月16

日）を参考に以下のとおりとしています。

〇各年度10月から12月のレセプトにおいて、3か月連続して同一医療機関で月15日以上

外来受診がある被保険者

ただし、3か月のうちいずれかの月で次に該当する者は除く

①入院レセプトのある者

②人工透析の治療のある者

③「精神科デイ・ケア」の利用がある者

④ICDコードの「C（悪性新生物＜腫瘍＞）」、「F（精神及び行動の障害）」、

「G（神経系の疾患）」が含まれる者

出典：KDB補完システム【各年度10月～12月診療分】から抽出

H30 R1 R2 R3 R4

頻回受診者数 793人 744人 607人 614人 523人
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要介護認定率は、21.3％と全国(19.5%)と比較して1.8ポイント高くなっています。要介

護度別の認定率では要支援1、要介護1、要支援2の順に割合が高く、要支援1、要支援2は

全国と比較して認定率が高い結果となっています。（新型コロナウイルスの影響は考え

られますが、明確ではありません。）

図37 介護認定率（経年）

出典： KDB_S29_003_健康スコアリング（介護）

図38 介護度別認定率
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要支援１

介護給付費は平成30年度以降を経年でみると年々増加しており、居宅、施設ともに

増加傾向となっています。

一人当たり介護給付費を全国と比較すると、居宅は全国よりも555円高く、施設は全

国よりも350円低くなっています。

出典： KDB_S29_003_健康スコアリング（介護）【平成30年度～令和4年度】

図39 介護給付費
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出典： KDB_S21_001_地域の全体像の把握【平成30年度～令和4年度】

31

図41 兵庫県の要介護認定有無別の有病率（疾病別）

要介護認定者の有病状況を全国と比較すると、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、心臓病、

がん、筋・骨格は有病率が全国より高くなっており、脳疾患、精神、認知症、アルツハイ

マー病は全国より低くなっています。

介護に関連する疾病を認定有無別にみると、全ての疾病において要介護認定ありの方が

有病率が高くなっています。認定有無の比較で有病率の差が大きい疾病は、骨折、脳血管

疾患、骨粗鬆症となっています。

出典： KDB_S24_004_後期高齢者の医療（健診）・介護突合状況
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住民運営の通いの場は県内全市町で設置されており、令和3年度における参加者数は

142,944人となっています。また、通いの場の箇所数は8,283箇所となっており、全国で最

も多くなっています。

（５）通いの場の展開状況

図42 箇所数と参加者率

出典：令和3年度 介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）の実施状況（令和3年度実施分）
※養父市は出典元調査において参加者数を把握していないため参加率を算出していない。
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２．第２期データヘルス計画の振り返り

兵庫広域では、第2期データヘルス計画及びその中間評価に基づき、後期高齢者医療

に関する様々な取組を計画的に推進してきました。第2期データヘルス計画における目

標の達成状況を客観的に評価し、保健事業の実施状況や数値目標の達成状況、課題も

踏まえ、今後の方向性の検証等を行いました。

項目 指標 目標 実績 評価

健康診査事業 受診率 27.6%以上
20.2％

（R4実績）
未達成

歯科健康診査事業 受診者数 6,200人以上
7,874人

（R4実績）
達成

訪問歯科健診、相談・指導
事業（フレイル対策）

実施市町数 10市町
10市町

（R4実績）
達成

生活習慣病重症化予防事業 実施市町数 10市町
31市町

（R4実績）
達成

低栄養防止事業（フレイル
対策）

実施市町数 5市町
14市町

（R4実績）
達成

重複・頻回受診者訪問事業
訪問指導の
改善割合

37.5％
27.1％

（R4実績）
未達成

高齢者の保健事業と介護予
防の一体的な実施事業

実施市町数 41市町
38市町

（R5実績）
未達成

各事業の達成状況について、目標達成の事業は「歯科健康診査事業」「訪問歯科健
診、相談・指導事業（フレイル対策）」「生活習慣病重症化予防事業」「低栄養防止
事業（フレイル対策）」でした。

未達成の事業は「健康診査事業」「重複・頻回受診者訪問事業」「一体的実施事
業」でした。

目標を達成した事業については、さらなる受診者数及び事業実施市町を増やすこと
を目標に、継続して事業に取り組みます。

健診受診率は全国と比較しても低い状況で推移しており、健診受診率の向上に向け
て今後も県全体での受診率向上に取り組みます。

重複・頻回受診者訪問事業では、年度によって改善割合にばらつきがあり、目標を
達成した年度もあることから、令和5年度の結果により目標達成できる可能性がありま
す。

一体的実施事業は令和6年度には41市町で実施予定となっており、県内全市町で取り
組みがスタートする予定となっています。
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健康医療情報等の整理

（根拠となる分析結果等）

平均余命（０歳時点の平均余命（平均寿命））及び平均自立期間は、男

女とも全国と比べて長いが、平均余命と平均自立期間の差（不健康期間）

は短くなっている。

死因別死亡割合の三大疾患は、がん、心臓病、脳疾患であり、県全体で

は心臓病及び腎不全の割合は経年的に増加している。

アセスメント

死因の上位を占める疾患は、生活習慣病に関連した疾患が多いことから、

生活習慣病の発症及び重症化を予防し、平均寿命以上の健康寿命の延伸に

向けた取組を推進する必要がある。

１．兵庫県後期高齢者医療広域連合がアプローチする課題

（１）健康医療情報等の整理

①平均余命・平均自立期間（要介護2以上）、死因別死亡割合

健康医療情報等の整理

（根拠となる分析結果等）

健診受診率は、令和３年度以降にKDBシステムへ全市町分のデータ連携

が開始されたため、実際の値とは異なる可能性があるが、経年的に増加は

しているものの全国と比べて低く、健診未受診者が約８割を占めている。

歯科健診受診率については、さらに受診率が低い状況である。

アセスメント

健診については、県下の各市町で健診対象者の基準が異なることや、受

診率も市町間の格差があることから、変更された国の基準に従った健診対

象者の基準の統一と県全体での健診及び歯科健診の受診率向上を目指す必

要がある。

②健康診査・歯科健康診査の実施状況
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健康医療情報等の整理

（根拠となる分析結果等）

健診結果についても、県下の人口の多い市町で対象者を絞っているため、

県全体における健診結果の傾向が変わる可能性はあるが、全国と比較する

と「血圧」「やせ」の有所見者が多い傾向であり、「血糖」は全国とほと

んど変わらない状況である。経年的に見ると、平成30年度と比較して、

「血圧」「血糖」「やせ」の有所見者割合が増加しており、男性で主に増

加している項目は「血圧」「血糖」で、女性で増加している項目は「血

圧」「血糖」「やせ」となっている。

質問票の結果においては、全国と比べて良好な状況であるが、質問項目

のうち「運動・転倒」や「口腔機能」に関するリスク保有者が多い。

アセスメント

健診結果では、血糖や血圧等の生活習慣病に関連した項目の有所見者割

合が高いことから、生活習慣病の発症予防および重症化を予防する取組が

必要である。また、口腔・低栄養等のリスク保有者は、フレイルに繋がる

可能性があることから、高齢者特有の低栄養や口腔、運動機能等のフレイ

ルに関連する取組を推進する必要がある。

③健診結果・歯科健診結果の状況（健康状況）、質問票調査結果の状況（生活習慣）

健康医療情報等の整理

（根拠となる分析結果等）

健診・医療・介護の利用がない健康状態不明者においては、75歳の該当

者が約3.5%と最も多く、これは社会保険からの加入者について、KDBデー

タに医療等の履歴がないため、不明者に含まれてしまうことが影響してい

ると考えられる。健康状態不明者の割合は、経年的に1.5%前後で推移して

いる。

アセスメント

健康状態が不明な者は、疾病の早期発見等が遅れる可能性があり、健診

受診率の状況もふまえて、被保険者の健康状態を把握するための取組や健

診受診を積極的に啓発することが求められる。

④健康状態不明者の数



第3章 健康課題の整理

36

健康医療情報等の整理

（根拠となる分析結果等）

1人当たり医療費について、全国と比較して入院、入院外ともに高い傾

向である（約1.08倍）。入院においては、1日当たり医療費が全国より高い

ことから、入院につながる疾病が多いことや各地域の医療機関数も影響し

ていることが推察される。経年で見ると1人当たり医療費は減少傾向であ

る一方で、1日当たり医療費は増加傾向である。これは全国と比較して同

じ傾向となっている。

疾病分類別で最も医療費が高い疾病は、疾病分類（中分類）【入院＋外

来】でみると、「腎不全」が最も多く、ついで「骨折」「糖尿病」で多く

なっており、経年的に同じ傾向となっている。骨折と糖尿病にかかる医療

費は増加傾向であり、全国と比べても高い。

疾病分類（中分類）【入院】で見た場合、多くの市町で医療費1位は

「骨折」、2位が「脳梗塞」となっており、いずれの疾患においても医療

費は増加傾向であり、全国と比べても高い。疾病分類（中分類）【入院

外】の医療費では、「腎不全」「糖尿病」が1位～2位を占めており、生活

習慣病に関連した疾患にかかる医療費が高い状況である。

健診の結果、検査値が兵庫県の糖尿病性腎症重症化予防プログラムの判

定値（HbA1c7.0以上）を超えているにもかかわらず、糖尿病に関する医療

機関を受診していない人は4.2％で、レセプトから治療を中断していると思

われる人は3.9％いる。

健診の結果、血圧の検査値がⅡ度以上で血圧に関する医療機関を受診し

ていない人はⅡ度以上24.70％、Ⅲ度以上21.83％で、レセプトから治療を

中断している人と思われる人は2.28％いる。

新規人工透析患者数は増加しており、全国と比べると割合は高い傾向に

ある。また、透析患者のうち、糖尿病を有する者の割合は51.2％で、約半

数を占めている。

骨折に係る医療費割合およびレセプト件数を確認すると、入院では大腿

骨骨折が最も多く、外来では腰部及び胸部の圧迫骨折が多くなっている。

アセスメント

生活習慣病に関連した疾患に係る医療費が高く、健診の結果で血圧、血

糖等の高値者の中に治療に繋がっていない人や治療中断者と思われる人が

存在するため、医療機関との十分な連携を行い、重症化を予防していく必

要がある。また、骨折に係る医療費が高く、部位別にみると、大腿骨骨折

及び圧迫骨折（腰部及び胸部）が多いことから、骨折や転倒予防に着目し

た取組を推進する必要がある。

⑤医療費、疾病分類別の医療費
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健康医療情報等の整理

（根拠となる分析結果等）

重複・多剤投薬患者割合において、2医療機関以上の重複投薬患者は

62,073人(約7.6%)存在する。また処方日数が15日以上で処方薬効数が6以

上の患者は301,464人(約36.8%)存在する。

アセスメント
被保険者の健康の増進及び医療費の適正化のために、適切な受診、服薬

管理を支援する等、重複・多剤投薬患者への対策が必要である。

⑥重複投薬患者割合、多剤投薬患者割合

健康医療情報等の整理

（根拠となる分析結果等）

要介護認定率は全国よりも高く、経年的に増加傾向にあったが令和4年

度は減少している。介護度別の認定率では、要支援1、2が全国よりも高い

傾向にある。介護給付費においても、経年で認定率と同様の推移を示す一

方で、1人当たり介護費（居宅）は全国よりも高いが、1人当たり介護費

（施設）は全国より低い傾向となっている。

介護認定者の有病状況として、「心臓病」に次いで「筋・骨格系疾患」

「高血圧症」が多く、「心臓病」「筋・骨格」が全国と比較して約3㌽高

い割合を示している。

認定有無別にみると、認定ありの有病率が高く、有病率の差が大きいも

のは骨折、骨粗鬆症、脳血管疾患となる。

アセスメント

生活習慣病に関連した疾患や筋・骨格系の疾患が介護のリスク要因と

なっている可能性があるため、生活習慣病の重症化を予防することや骨折、

骨粗鬆症等に対する取組を推進する必要がある。

⑦介護認定率の状況、介護給付費、有病率
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課題
健診及び歯科健診の受診率が低く、医療や健診等にかかっていない健康

状態不明者も一定数存在する。

課題解決にかかる取組の方向性

〇健康診査及び歯科健康診査の受診率の向上および市町格差の改善

〇健康診査及び歯科健康診査の受診率が低い市町における受診率向上に

向けた検討の推進

〇健康状態不明者へのアウトリーチの強化

対応する保健事業

〇健康診査事業

〇歯科健診事業

〇一体的実施事業（健康状態不明者対策）

（２）課題解決にかかる取組の方向性

①疾病の早期発見・生活習慣病等の発症予防

②生活習慣病等の重症化予防

課題

死因において生活習慣病にかかる疾患が上位を占めている。また、生活

習慣病に関連した疾患の罹患率が高く、健診結果において「血糖」「血

圧」の有所見者割合が高い。

課題解決にかかる取組の方向性 〇糖尿病性腎症および生活習慣病重症化予防の取組の推進

対応する保健事業 〇一体的実施事業（重症化予防（糖尿病性腎症、生活習慣病））
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課題

骨折にかかる医療費が年々増加しており、介護のリスク要因にも繋がっ

ていることが考えられる。また、低栄養等のフレイルリスク保有者も一定

数いる。

課題解決にかかる取組の方向性 〇フレイル予防や骨折予防に関する取組の推進、知識の啓発

対応する保健事業
〇一体的実施事業（低栄養、口腔、骨折・転倒予防）

〇一体的実施事業（ポピュレーションアプローチ）

③心身機能の低下予防

課題 薬剤の重複投薬、頻回受診等に該当する被保険者が一定数存在している。

課題解決にかかる取組の方向性

〇適切な受診・服薬行動による、被保険者のポリファーマシー対策の推進

〇構成市町における事業の推進

※国から示されたデータヘルス計画における共通評価指標に服薬（重複・

多剤等）にかかる項目が設定されている。

対応する保健事業 〇一体的実施事業（重複・多剤等）

④適切な服薬・受診行動
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１．計画全体の目標、評価指標（全国共通評価指標）

目標
評価項目

（共通評価指標）

計画策定時
実績

目標値

2022年度
(R4)

2024
年度
(R6)

2025
年度
(R7)

2026
年度
(R8)

2027
年度
(R9)

2028
年度
(R10)

2029
年度
(R11)割合

健診受診率の
向上
健康状態不明
者の減少

アウト
プット

健診受診率※ 18.65% 20.2% 21.7% 23.2% 24.7% 26.2% 27.8%

歯科健診実施市町数・割合 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％

生活習慣の改
善
重症化の予防
フレイルの予
防

質問票を活用したハイリスク
者把握に基づく保健事業を実
施している市町数

13市町 14市町 15市町 16市町 17市町 18市町 19市町

一体的実施の
推進
実施市町村数
の増加

アウト
プット

低栄養 12市町 15市町 16市町 17市町 18市町 19市町 20市町

口腔 9市町 12市町 13市町 14市町 15市町 16市町 17市町

服薬（重複・多剤） 0市町 0市町 1市町 2市町 3市町 4市町 5市町

重症化予防（糖尿病性腎症） 22市町 31市町 33市町 35市町 37市町 39市町 41市町

重症化予防（その他身体的フ
レイルを含む）

19市町 24市町 25市町 26市町 27市町 28市町 29市町

健康状態不明者 20市町 28市町 30市町 32市町 35市町 38市町 41市町

一体的実施の
推進
ハイリスク者
割合の減少

アウト
カム

低栄養 0.61%

口腔 1.81%

服薬（多剤） 4.27%

服薬（睡眠薬） 1.16%

身体的フレイル
（ロコモ含む）

3.27%

重症化予防
（コントロール不良者）

0.59%

重症化予防
（糖尿病等治療中断者）

8.35%

重症化予防
（基礎疾患保有＋フレイル）

3.73%

重症化予防
（腎機能不良未受診者）

0.01%

健康状態不明者 1.59%

平均自立期間
（要介護2以上）

男：80.4歳
女：84.8歳

※健診受診率の分母は被保険者数から健診除外告示第5号（長期入院者）及び第6号（施設入所者）に該当する者を除いた数とする。

計画策定時の数値からの
改善を目標とする
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２．実施保健事業一覧

事業
番号

事業分類 事業名称

直営
委託
混合
補助

重点・
優先度

1

健康診査

健康診査事業 補助 ✔

2 歯科健康診査事業 補助

3

一体的実施

低栄養 委託

4 口腔 委託

5 服薬（重複・多剤等） 混合

6 重症化予防（糖尿病性腎症） 委託 ✔

7 重症化予防（その他生活習慣病等） 委託 ✔

8 骨折・転倒予防 委託 ✔

9
健康状態不明者 委託 ✔

10
ポピュレーションアプローチ（健康教育・健
康相談、フレイル予防等の普及啓発、健康状
態の把握）

委託 ✔
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（１）健康診査事業

３．個別保健事業の実施方法等

①事業の目的

生活習慣病等を早期に発見し、重症化予防及び被保険者のQOL(生活の質)の維持・確保

を目的とします。

②事業の概要

ア 対象者

兵庫県の後期高齢者医療被保険者

※ただし、健診除外告示第5号（長期入院者）及び第6号（施設入所者）に該当

する者は対象外

イ 実施方法

（ア）市町において実施する健康診査事業に対して兵庫広域が補助金を交付する。

（イ）市町によって、周知方法、実施体制（集団健診、医療機関委託等）等が異なる。

ウ 実施内容（検査項目）

ａ 必須項目：問診、計測（身長、体重、BMI、血圧）、身体診察、

脂質（中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール）

肝機能（AST、ALT、γ-GT）、HbA1c又は空腹時血糖、

尿・腎機能（尿中の糖及び蛋白の有無）

ｂ 詳細項目：貧血検査、心電図検査、眼底検査、血清クレアチニン検査

ｃ 任意項目：市町が独自に実施
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項目 評価指標 評価対象・方法
計画策
定時実
績

目標値

2024
年度
(R6)

2025
年度
(R7)

2026
年度
(R8)

2027
年度
(R9)

2028
年度
(R10)

2029
年度
(R11)

アウトカム
評価指標

受診率

（評価対象）
健診受診人数/後期高齢
者医療制度事業費補助金
の交付対象となる健康診
査事業の対象者
（確認方法）
健康診査補助金（実績報
告）

18.7% 20.2% 21.7% 23.2% 24.7% 26.2% 27.8%

アウトプット
評価指標

受診率向上に関
する研修会の実
施回数

研修会の実施回数 0回 1回 1回 1回 1回 1回 1回

兵庫広域が関与
して受診率向上
のために個別の
受診勧奨・再勧
奨を実施してい
る市町数

（評価対象）
41市町
（確認方法）
長寿・健康増進事業補助
金（実績報告）

0市町 3市町 10市町 18市町 26市町 34市町 41市町

③評価指標

④実施方法

プロセス
（方法）

概要
１ 市町は、医師会・医療機関等に委託する等の方法で健康診査を実施
２ 兵庫広域は受診者数等の実績に応じて補助金を交付する
３ 兵庫広域は受診率向上に向けた取組を行った市町に対して補助金を交付する

実施内容

１ 市町による健康診査事業の実施
4月～3月：健康診査事業実施
周知方法、実施方法（集団健診・医療機関委託等）、実施期間等については、
市町により異なる。

２ 実施状況の確認
各市町の健康診査実施状況について報告を受け、受診率や受診勧奨の実施状況
について確認する。

３ 受診率向上のための取組
市町が実施する健診未受診者に対する個別の受診勧奨・再勧奨に対して補助金
を交付する。また、受診率向上に関する研修会を実施する。

実施後のフォロー・
モニタリング

・健診受診率の定期的な確認
・市町別の受診率等も確認し、個別の受診勧奨・再勧奨の効果を確認する。
・健康状態不明者の割合を定期的に確認する。

ストラクチャー
（体制） 実施内容

１ 兵庫広域の体制
（１）主幹部署：総務課企画財政係
（２）担当者数：事務職3名（主担当1名、副担当2名）
（３）実施方法：市町が実施する健康診査事業の実績報告を基に補助金を交付
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（２）歯科健康診査事業

①事業の目的

口腔内の状態を知り、歯・歯肉の状態や口腔清掃状態等をチェックすることで、被保険

者の健康意識の向上及び口腔機能低下の予防を図るとともに、高齢者に多く発生する疾病

予防につなげることを目的とします。

②事業の概要

ア 対象者

兵庫県の後期高齢者医療被保険者

※ただし、対象者は市町によって異なる。

イ 実施方法

（ア）市町において実施する歯科健診事業に対して兵庫広域が補助金を交付する。

（イ）市町によって、周知方法、実施体制（集団健診、医療機関委託等）等が異な

る。

ウ 実施内容

（ア）歯・歯肉の状態や口腔清掃状態等をチェックする歯科健診を実施

（イ）歯科健診に併せて口腔機能の評価を実施

※口腔機能の評価については、咀嚼能力評価、舌機能評価又は嚥下機能評価を

実施する。
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項目 評価指標 評価対象・方法
計画策
定時実
績

目標値

2024
年度
(R6)

2025
年度
(R7)

2026
年度
(R8)

2027
年度
(R9)

2028
年度
(R10)

2029
年度
(R11)

アウトカム
評価指標

歯科健診受診者数

（評価対象）
歯科健診受診者
（確認方法）
健康診査補助金（実績報告）

7874人 9000人 10000人 11000人 12000人 13000人 14000人

アウトプット
評価指標

口腔機能に着目した
検査項目を設定して
いる市町数

（評価対象）
歯科健診において「咀嚼能
力評価」、「舌・口唇機能
評価」、「嚥下評価」のい
ずれかを実施している市町
数
（確認方法）
「後期高齢者医療制度実施
状況調査」

31市町 32市町 34市町 36市町 38市町 40市町 41市町

受診率向上に関する
研修会の実施回数

研修会の実施回数 0回 1回 1回 1回 1回 1回 1回

③評価指標

④実施方法

プロセス
（方法）

概要
１ 市町は、医療機関（歯科医師会含む）に委託する等の方法で歯科健診を実施
２ 兵庫広域は受診者数等の実績に応じて補助金を交付する

実施内容

１ 市町による歯科健診事業の実施
4月～3月：歯科健診事業実施
周知方法、実施方法、実施期間等については、市町により異なる。

２ 実施状況の確認
各市町の健康診査実施状況について報告を受け、受診率や受診勧奨の実施状況
について確認する。

３ 受診率向上のための取組
受診率向上に関する研修会を実施する。

実施後のフォロー・
モニタリング

歯科健診受診者数の定期的な確認

ストラクチャー
（体制） 実施内容

１ 兵庫広域の体制
（１）主幹部署：総務課企画財政係
（２）担当者数：事務職3名（主担当1名、副担当2名）
（３）実施方法：市町が実施する健康診査事業の実績報告を基に補助金を交付
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（３）高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業

①事業の目的

高齢者の心身の多様な課題に対応し、疾病の予防・重症化予防・フレイル予防に着目し

た高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の取組を推進し、個々の状態に応じた健康状

態を維持・向上し、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる高齢者の増加を目的とし

ます。

②事業の概要

兵庫広域から構成市町への委託という形を基本とし、低栄養・口腔・服薬・重症化予

防・健康状態不明者対策・フレイル対策に取り組みます。

ア 対象者

兵庫県の後期高齢者医療被保険者

※ただし、対象者は市町によって異なる。

イ 実施方法

（ア）管内市町において実施する各種事業に対して兵庫広域が委託料を支払う。

（イ）市町によって、実施内容・実施体制等が異なる。

※ただし、事業ごとに共通の評価指標を設定

ウ 実施内容

（ア）低栄養予防

健診結果や高齢者の質問票から、低栄養の可能性のある者を抽出し、医療専

門職が訪問・指導等を実施することで、心身機能の低下を予防します。

（イ）口腔機能低下防止

歯科健診結果や高齢者の質問票から、オーラルフレイル・口腔機能低下者を

抽出して医療専門職が訪問・指導等を実施することで口腔機能低下の予防を図

ります。
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（ウ）重症化予防（糖尿病性腎症、その他生活習慣病及び身体的フレイルを含む）

健診結果から、糖尿病や高血圧等の生活習慣病の重症化の恐れがある被保険

者に対し、医療機関への受診勧奨などを行い、治療につなげるとともに、人工

透析への移行を防ぐなど重症化予防を目的とした保健指導等の事業を実施しま

す。

また、骨粗しょう症検査や高齢者の質問票から、骨折（転倒）のリスクがあ

る被保険者に対して、運動指導や保健指導を実施し、骨折予防及び転倒予防に

取り組みます。

（エ）健康状態不明者対策

医療・健診の受診がなく、介護認定も受けていない被保険者（健康状態不明

者）に対して、医療専門職が訪問し、健康状態等を把握した上で、必要な支援、

サービスへの接続を行います。

（オ）服薬（重複・多剤）

重複・頻回受診者の健康保持と疾病管理を促すため、レセプト情報により抽

出した重複・頻回受診者に対し、保健師又は看護師が個別訪問して指導・健康

相談等を実施します。

（カ）フレイル対策（通いの場等への積極的な関与等）

通いの場等においてフレイル状態を把握し、健康相談・健康教育を行うこと

で、健康に関する不安を気軽に相談できる機会を増やすとともにフレイル予防

についての関心と理解を高め、予防行動がとれるよう支援します。
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項目 評価指標 評価対象・方法
計画策定
時実績

目標値

2024
年度
(R6)

2025
年度
(R7)

2026
年度
(R8)

2027
年度
(R9)

2028
年度
(R10)

2029
年度
(R11)

アウトカム
評価指標

ハイリスク者割合の減少
率（低栄養）

一体的実施・KDB活用支
援ツールの基準該当者数
/被保険者数

0.61%

ハイリスク者割合の減少
率（口腔）

一体的実施・KDB活用支
援ツールの基準該当者数
/被保険者数

1.81%

ハイリスク者割合の減少
率（服薬・（多剤））

一体的実施・KDB活用支
援ツールの基準該当者数
/被保険者数

4.27%

ハイリスク者割合の減少
率（服薬（睡眠薬））

一体的実施・KDB活用支
援ツールの基準該当者数
/被保険者数

1.16%

ハイリスク者割合の減少
率（身体的フレイル（ロ
コモ含む））

一体的実施・KDB活用支
援ツールの基準該当者数
/被保険者数

3.27%

ハイリスク者割合の減少
率（重症化予防（コント
ロール不良者））

一体的実施・KDB活用支
援ツールの基準該当者数
/被保険者数

0.59%

ハイリスク者割合の減少
率（重症化予防（糖尿病
等治療中断者））

一体的実施・KDB活用支
援ツールの基準該当者数
/被保険者数

8.35%

ハイリスク者割合の減少
率（重症化予防（基礎疾
患保有＋フレイル））

一体的実施・KDB活用支
援ツールの基準該当者数
/被保険者数

3.73%

ハイリスク者割合の減少
率（重症化予防（腎機能
不良未受診者））

一体的実施・KDB活用支
援ツールの基準該当者数
/被保険者数

0.01%

ハイリスク者割合の減少
率（健康状態不明者）

一体的実施・KDB活用支
援ツールの基準該当者数
/被保険者数

1.59%

③評価指標

計画策定時の数値
からの改善
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項目 評価指標 評価対象・方法
計画策定
時実績
（R4）

目標値

2024
年度
(R6)

2025
年度
(R7)

2026
年度
(R8)

2027
年度
(R9)

2028
年度
(R10)

2029
年度
(R11)

アウトプット
評価指標

低栄養防止事業を実施
する市町数

（確認方法）
特別調整交付金の実績報
告報告から各市町の実施
状況を確認

12市町 15市町 16市町 17市町 18市町 19市町 20市町

口腔機能低下防止事業
を実施する市町数

（確認方法）
特別調整交付金の実績報
告報告から各市町の実施
状況を確認

9市町 12市町 13市町 14市町 15市町 16市町 17市町

糖尿病性腎症重症化予
防事業を実施する市町
数

（確認方法）
特別調整交付金の実績報
告報告から各市町の実施
状況を確認

22市町 31市町 33市町 35市町 37市町 39市町 41市町

重症化予防（生活習慣
病等）を実施する市町
数

（確認方法）
特別調整交付金の実績報
告報告から各市町の実施
状況を確認

17市町 21市町 22市町 23市町 24市町 25市町 26市町

重症化予防（骨折・転
倒予防等その他身体的
フレイルを含む）を実
施する市町数

（確認方法）
特別調整交付金の実績報
告報告から各市町の実施
状況を確認

4市町 5市町 6市町 7市町 8市町 9市町 10市町

健康状態不明者把握事
業を実施する市町数

（確認方法）
特別調整交付金の実績報
告報告から各市町の実施
状況を確認

20市町 28市町 30市町 32市町 35市町 38市町 41市町

服薬（重複・多剤）、
多受診対策を実施する
市町数

（確認方法）
特別調整交付金の実績報
告報告から各市町の実施
状況を確認

0市町 0市町 1市町 2市町 3市町 4市町 5市町

兵庫広域が直営で実施
する服薬（重複・多
剤）、多受診対策をす
る市町数

（確認方法）
特別調整交付金の実績報
告報告から各市町の実施
状況を確認

41市町 41市町 40市町 39市町 38市町 37市町 36市町

ポピュレーションアプ
ローチにおける事業参
加者数

（評価対象）
事業実施者
（確認方法）
特別調整交付金の実績報
告報告から各市町の実施
状況を確認

31458人 32000人 32500人 33000人 33500人 34000人 34500人

市町の職員向け研修会
の実施回数

研修会の実施回数 1 1 1 1 1 1 1
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④実施方法

プロセス
（方法）

概要

高齢者の保健事業と介護予防等との一体的な実施を効果的かつ効率的に進めるため、

医療専門職を配置して、後期高齢者の保健事業全体のコーディネートやデータ分析、

通いの場への積極的な関与などを推進し、個別のアプローチや通いの場等で健康相談

等を実施します。医療専門職の配置に必要な費用（人件費・その他経費）は、兵庫広

域が市町へ支払います。

実施内容

１ 兵庫広域から市町への業務委託

２ 市町による事業の実施（低栄養・口腔・重症化予防・健康状態不明者対策・フレ

イル対策）

（１）健診結果及び高齢者の質問票等を活用し、それぞれの事業を実施する対象者

を抽出。

（２）抽出されたハイリスク対象者への訪問指導・受診勧奨等を実施。

（３）ＫＤＢシステム等により把握した地域の健康課題をもとに、医療専門職が通

いの場等において、フレイル予防等の取組を実施。また、取組において

把握された高齢者の状況に応じて、健診・医療受診勧奨や介護サービス等の

利用勧奨を行う。

（４）事業終了後に市町における実施状況について兵庫広域へ実績報告書を提出す

る。また、あらかじめ設定した評価指標を基に取組内容を評価する。

※兵庫広域と国保連（保健事業支援・評価委員会）は、各市町の事業計

画・実施の際に助言を行う。

３ 兵庫広域は市町からの実績報告に応じて委託料を支払う。

４ 事業の効果的な実施に向けて、一体的実施にかかる研修会を実施し、好事例の横

展開及び市町間の情報共有の場を作る。

実施後のフォロー・
モニタリング

国保連とともに、各市町の実績報告書の内容を確認し、次年度の事業がより効果的

に実施できるよう助言します。

また、共通評価指標について各市町の実施状況をとりまとめ、中長期で評価を実施

します。

ストラクチャー
（体制）

実施内容

１ 兵庫広域の体制

（１）主幹部署：総務課企画財政係

（２）担当者数：事務職3名

（３）実施方法：市町が実施する事業の実績報告を基に補助金を交付する。

国保連、保健事業支援・評価委員会と協力体制を構築し、市

町を支援する。

実施後のフォロー・
モニタリング

人材不足で事業実施が困難となる市町に対し、各種職能団体と連携し、事業継続で

きるように支援します。
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第５章 計画の運用

計画の評価については、PDCAサイクルに基づき実施します。計画に基づき実施し

た保健事業について評価・分析のうえ、保健事業の見直しや改善を行うとともに、計

画にも反映させます。なお、各種個別事業の実施状況等については、毎年度の達成状

況を把握します。データ分析に基づく保健事業の実施状況や県下全域を対象とした効

果的な保健事業の実施状況についても、随時確認し、評価します。

令和9年度には、進捗確認のための中間評価を行います。個別保健事業の目標値に

ついては、国の動向や兵庫広域での実施状況等に応じて計画の見直しを行います。そ

の際には構成市町を交えて事業の実施状況を共有し見直しについて国保連に設置され

る保健事業支援・評価委員会の指導・助言を受けるなど、広く意見聴取を行うよう努

めます。

また、計画の最終年度の令和11年度においては、次期計画の策定を円滑に行うため

の準備も考慮に入れて評価を行います。
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１・データヘルス計画の評価・見直し

本計画は、兵庫広域のホームページに掲載して公表・周知します。また、構成市町、

関係団体を通じて、医療機関等に対し保健事業の目的等の周知を図ります。

２．データヘルス計画の公表・周知

保健事業の実施にあたっては、個人情報の保護に関する各種法令・ガイドライン及

び兵庫広域の情報セキュリティポリシー等に基づき、庁内等での利用、外部委託事業

者への業務委託等の各場面で、その保有する個人情報の適切な取り扱いが確保される

よう措置を講じます。

また、構成市町においても同様に、関連法令等に従い適正に個人情報を管理すると

ともに、業務委託にあたっても外部委託事業者等において適切な取り扱いが確保され

るよう、措置を講じます。

３．個人情報の取り扱い
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